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問合せ先 取締役常務執行役員 CFO 實貴 孝夫 

 (TEL：03-6747-8120) 

 

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分（以下「本自己株式処分」または

「処分」）を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

１．処分の概要 

（１） 処分期日 2026年２月 26日 

（２） 
処分する株式の 

種類および数 
当社普通株式 65,297株 

（３） 処分価額 １株につき 2,175.0円 

（４） 
処分価額の算定根拠

および具体的内容 

恣意性を排除した価額とするため、2026年１月 28日（取締役会決議日

の前営業日）の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式

の終値としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であ

り、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 

（５） 処分総額 142,020,975円 

（６） 

処分先および 

その人数ならびに 

処分株式の数 

当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。） 

２名 19,956株 

当社の取締役を兼務しない執行役員 ６名 9,357株 

当社子会社の取締役 ９名 35,984株 

（７） その他 
本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく臨時報告書を提

出しております。 

 

２．処分の目的および理由 

当社は、2021年12月15日開催の取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取

締役を除く。以下、「対象取締役」）、取締役を兼務しない執行役員および当社子会社の取締役（以下、対象

取締役とあわせて「対象取締役等」と総称）に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ

を与えるとともに、ステークホルダーの皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、新たな報酬制度と

して譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」）を導入することを決議しました。また、2024年１月25日開

催の第39回定時株主総会において以下の点等につきましてご承認をいただいております。 

 本制度に基づき、対象取締役等に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬（以下「譲渡制限

付株式報酬」）は金銭債権とし、その総額は年額２億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給

与を含まない。）であり、年200,000株以内の当社普通株式を発行または処分すること。 

 譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約に

より当社の普通株式の割当てを受けた日より、当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締

役会が予め定める地位を退任または退職した直後の時点までの間とすること。 

 

[参考] 

・2021年12月15日 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2059925/00.pdf 

以 上 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2059925/00.pdf

